
本
町
は
、
年
齢
構
成
の
内
65
歳
以
上
の
高
齢
化
率
が
40
％
を
超
え
て
い
ま
す
。

体
力
維
持
・
健
康
維
持
の
た
め
の
気
軽
な
運
動
と
し
て
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が

多
く
の
町
民
の
方
に
定
着
し
て
い
る
状
況
下
に
あ
っ
て
、
冬
期
間
の
道
路
事
情

や
足
元
の
悪
い
寒
冷
な
気
候
に
よ
り
運
動
を
中
断
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
高
齢

者
を
想
定
し
、
冬
期
間
の
運
動
不
足
解
消
の
一
助
と
な
る
よ
う
に
、
農
業
者
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
比
較
的
利
用
度
合
い
が
空
い
て
い
る
時
間
帯
に
限
り
、

無
料
開
放
を
今
年
度
試
験
的
に
実
施
し
ま
す
。

◆

試
行
対
象
者

町
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方

開
放
場
所

農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
１
Ｆ
ア
リ
ー
ナ

試
用
期
間

平
成
27
年
１
月
〜
３
月
（
３
か
月
間
）

使
用
方
法

q
利
用
日
時

毎
週
火
〜
金
曜
日
　
午
前
９
時
〜
正
午

w
利
用
行
為

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（
準
備
体
操
を
含
む
）
使
用
の
み
無
料
と
す
る
。

※
器
具
・
ア
リ
ー
ナ
以
外
を
使
用
す
る
場
合
は
、
有
料
と
す
る
。

e
手
続
方
法

別
紙
申
請
台
帳
記
入
の
　
　

う
え
、
無
料
利
用
カ
ー

ド
を
配
布
す
る
。

◆

そ
の
他

今
回
の
試
行
結
果
を
踏

ま
え
て
、
来
年
度
の
利

用
形
態
に
つ
い
て
検
討

す
る
。◆

問
い
合
わ
せ
先

生
涯
学
習
課
社
会
教
育
グ
ル
ー
プ

†
76-

２
７
１
３

○
募
集
期
間

平
成
27
年
１
月
５
日
（
月
）
〜
１
月
30
日
（
金
）

○
応
募
方
法

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
郵
送
ま
た
は
、
役

場
１
階
r
住
民
企
画
グ
ル
ー
プ
窓
口
に
ご
提
出
く
だ
さ

い
。

※
応
募
用
紙
に
つ
い
て
は
津
別
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に

掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

津
別
町
環
境
基
本
計
画
推
進
委
員
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す

推進委員会のイメージ

津
別
町
環
境
基
本
計
画
は
、
平
成
26
年
度
か
ら
35
年
度

ま
で
の
10
年
間
を
計
画
期
間
と
し
て
策
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
計
画
の
環
境
施
策
に
対
す
る
取
り
組
み
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
計
画
の
点
検
・
評
価
を
行
う
た
め
の
環
境

基
本
計
画
推
進
委
員
会
を
組
織
い
た
し
ま
す
の
で
、
一
緒

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
町
民
の
委
員
を
募
集
い
た
し

ま
す
。

○
募
集
人
員

一
般
応
募
　
５
名
程
度

○
任
　
期

５
年
間

○
会
議
の
内
容

年
に
１
、
２
回
程
度
の
会
議
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

内
容
に
つ
い
て
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
・
提
言
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
審
議
内
容
に
つ
い
て
は
「
守
秘
義
務
」

を
負
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
計
画
の
進
行
管
理

・
計
画
そ
の
他
の
環
境
政
策
の
策
定
及
び
実
施
の
た
め
に
　

必
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と

・
地
球
温
暖
化
対
策
に
係
る
施
策
の
進
行
管
理
に
関
す
る

こ
と

○
応
募
資
格

20
歳
以
上
の
人

津
別
町
の
環
境
保
全
に
見
識
、
興
味
が
あ
り
、
参
加
意

欲
の
あ
る
方
（
委
員
に
適
さ
な
い
と
町
が
判
断
し
た
場
合
、

応
募
多
数
の
場
合
等
、
ご
希
望
に
添
え
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
）。

○
報
酬
等

委
嘱
さ
れ
た
委
員
の
方
に
は
町
条
例
に
基
づ
き
、
報
酬

等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の

冬
期
間
の
無
料
開
放
に
つ
い
て

○
問
い
合
わ
せ
先

住
民
企
画
課
住
民
企
画
グ
ル
ー
プ

†
76-

２
１
５
１
（
内
線
２
１
５
）

津
別
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　

w
w
w
.to
w
n
.tsu
b
e
tsu
.h
o
k
k
a
id
o
.jp

地球温暖化防止や津別町の森林資源の地産地消を目指し、木質ペレットストーブを

購入する方に対して、購入費の一部を補助します。

補助の対象者

○津別町内に住所を有し、町内の住宅や事業所、自治会な

どの活動拠点施設に木質ペレットストーブを設置する方

○町税を滞納していない方

○平成27年３月31日までに購入し、設置できる方

○ペレットストーブの使用状況等について、町が行うモニ

ター調査に協力できる方

※補助を希望される方は、ペレットストーブ購入前に補助の申請手続きを行ってください。

問い合わせ・申請先　産業振興課 再生可能エネルギー推進グループ　†76－2151（内線318）

補助金の額等

ペレットストーブ（中古品を除く）本体（設置費

等を除く）の税抜き価格の３分の２以内（千円未満

は切り捨て）で、１台25万円を限度とします。

補助の申請書類

○補助金等交付申請書　　○誓約書兼同意書

○経費の内訳が明記されている見積書の写し

○ペレットストーブ設置位置図及び平面図

○ペレットストーブの仕様等が確認できるカタログ

そ の 他

○設置完了後、補助事業等実績報告書を提出して

いただきます。

○町による現地確認調査を実施します。

○補助金の交付は、現地調査後となります。

※その他、津別町木質ペレットストーブ導入支援

事業補助金交付要綱によります。


